
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度 第１１回 西宮市農業委員総会議事録 
 
１、開催日時：平成２４年２月２２日（月）１４時３０分から１４時４８分 
 
２、開催場所：西宮市役所東館７階７０１会議室 
 
３、出席委員（１５人） 

会長      １番 吉田 昭光 
会長職務代理者 ２番 坂口 文孝 
委員      ３番 町田 博喜 

４番 吉岡 政和 
        ５番 松本 俊治 
        ６番 森畑 義明 
        ７番 大前 輝雄 

８番 吉井 律 
        ９番 松井 祐一 
       １０番 岡本 久一 
       １１番 茶谷 勝視 

１２番 髙田 孝 
１３番 尾﨑 清政 
１４番 丸  幸良 
１５番 奥村 幸弘 

４、欠席委員（０人）   
 

５、議事日程 
  第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第 24 号 非農地証明書交付の件 
     報告第 43 号 農地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出受理の件 

報告第 44 号 農地法第５条第１項第６号の規定に基づく届出受理の件 
 
６、農業委員会事務局職員 
     事務局長       森 正一 
     係長         東 孝ニ 
     主事         立花 逸人   
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 委員の皆様、本日はご苦労様でございます。定刻となりましたので、ただ

今から農業委員会総会を開催いたします。 
本日の出席委員は、在任する選挙による委員１０名のうち出席数は１０名

であり、過半数以上ですので農業委員会総会は成立いたしております。 
 

それでは、まず、日程第１の議事録署名委員について、私から指名させて

いただくことにしてご異議ございませんか。 
（異議なし） 

異議なしとのことでございますので、２番坂口文孝委員、５番松本俊治委

員を議事録署名委員に指名いたしますのでよろしくお願いします。 
以上で日程第１を終わります。 
 

これより日程第２、議案案件に入ります。 
議案第 24 号「非農地証明書交付の件」を上程いたします。それでは、事

務局の説明をお願いいたします。 
それでは、ご説明させていただきます。まずは、議案書の１ページについ

てですが、議案第 24 号「非農地証明書交付の件」１件でございます。併せ

て本日配布いたしました地図をご覧下さい。 
【議案 24 号を議案書をもとに朗読】 
 なお、当該地は、雑種地として鉄塔が昭和４６より設置され地目変更する

ために西宮市農業委員会事務取扱要領第９条第１号の規定に基づき非農地

証明願いがあったものです。 
以上で議案の朗読並びに説明を終わります。 

 次に地区担当委員よりご説明をお願いします。 
議案第 24 号についてご説明いたします。 
申請地は、阪急バス天上橋停留所の北、約２００ｍのところにあります。

該当地には、関西電力の送電用鉄塔が、昭和４６年ごろから建っており、転

用手続きもれと考えられます。つきまして、非農地証明の願に対して証明書

を交付しても問題無いと考えます。以上で、地元委員の説明を終わります。 
地元委員の説明は終わりました。 
本件に対してご質問、ご意見はございませんか。 

（発言なし） 
なければ、議案第 24 号「非農地証明書交付の件」につきましては、証明

書の交付をご承認いただくことにしてご異議ございませんか。 
（異議なし） 

ご異議がないようでございますので、議案第 24 号につきましては、非農 
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地証明書を交付することといたします。 
 
それでは、これより報告案件に入ります。 
まずは、報告第 43 号「農地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出受

理の件」を報告いたします。事務局の報告をお願いいたします。 
報告第 43 号「農地法第４条第１項第７号の規定に基づく届出受理の件」 

でございますが、議案書２ページ４件でございます。 
【議案書朗読】 

農地は市街化区域内にあり、添付書類も含め完備しておりましたので、事

務局長専決により、書類を受理しましたので報告します。 
事務局の報告は終りました。本報告に対し、ご質問はございませんか。 

（発言なし） 
 他に、質問もないようでございますので、本報告はこの程度にとどめます。 

 
続きまして、報告第 44 号「農地法第５条第１項第６号の規定に基づく届

出受理の件」を報告いたします。事務局の報告をお願いいたします。 
報告第 44 号「農地法第５条第１項第６号の規定に基づく届出受理の件」 

でございますが、議案書３ページ１件でございます。 
【議案書朗読】 

農地は市街化区域内にあり、添付書類も含め完備しておりましたので、事

務局長専決により、書類を受理しましたので報告します。 
事務局の報告は終りました。本報告に対し、ご質問はございませんか。 

（発言なし） 
 他に、質問もないようでございますので、本報告はこの程度にとどめます。 
 

以上をもちまして、本日予定いたしておりました議事・報告案件はすべて

終了いたしました。 
これをもちまして、本日の定例農業委員会総会を閉会いたします。 
 


